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   高山市積立基金条例の一部を改正する等の条例について 

 

 高山市積立基金条例の一部を改正する等の条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２７年１２月１日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 既存の基金を整理統合するとともに、市民文化会館の建設に備え、高山市民文化会館整備基金を

設置するため改正しようとする。



   高山市積立基金条例の一部を改正する等の条例 

 （高山市積立基金条例の一部改正） 

第１条 高山市積立基金条例（昭和３９年高山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （設置）  （設置） 

第２条 本市が設置する基金の名称及び目的は、

次の表のとおりとする。 

第２条 本市が設置する基金の名称及び目的は、

次の表のとおりとする。 

名称 目的 

２１世紀「夢」基金 ２１世紀まちづくり、

ひとづくりのための

資金に充当するため 

高山市まちづくり基

金 

まちづくり及び地域

の活性化を図る資金

に充当するため 

飛騨高山ふるさと基金の項～高山市商工振興

基金の項 （略） 

高山市観光振興基金 観光施設整備及び観

光振興を図る資金に

充当するため 

高山市交通安全施設

整備基金 

交通安全施設整備を

図る資金に充当する

ため 

高山市教育振興基金の項 （略） 

高山市民文化会館土

地取得基金 

高山市民文化会館の

土地取得の資金に充

当するため 

高山市スポーツ振興

基金 

社会体育振興を図る

資金に充当するため 

高山市消防設備基金 消防設備の整備を図

る資金に充当するた

め 

高山市災害基金の項・高山市ごみ処理施設整

備基金の項 （略） 
 

名称 目的 

高山市夢・まちづくり

基金 

まちづくり及び地域

の活性化を図る資金

に充当するため 

  

飛騨高山ふるさと基金の項～高山市商工振興

基金の項 （略） 

高山市観光振興基金 観光施設整備及び観

光振興を図る資金に

充当するため 

 

 

 

 

高山市教育振興基金の項 （略） 

高山市民文化会館整

備基金 

高山市民文化会館の

整備の資金に充当す

るため 

高山市スポーツ振興

基金 

社会体育振興を図る

資金に充当するため 

 

 

 

 

高山市災害基金の項・高山市ごみ処理施設整

備基金の項 （略） 
 



 （高山市観光施設整備基金条例の廃止） 

第２条 高山市観光施設整備基金条例（平成１６年高山市条例第１９号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条のうち高山市積立基金条例第２条の表中

高山市交通安全施設整備基金の項及び高山市消防設備基金の項を削る改正は、平成２８年４月１

日から施行する。 

 （高山市積立基金条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際、第１条の規定による改正前の高山市積立基金条例（以下「改正前の高山

市積立基金条例」という。）の規定による２１世紀「夢」基金に属していた現金は、同条の規定

による改正後の高山市積立基金条例（以下「改正後の高山市積立基金条例」という。）の規定に

よる高山市夢・まちづくり基金に属する現金とする。 

３ この条例の施行の際、改正前の高山市積立基金条例の規定による高山市民文化会館土地取得基

金に属していた現金は、改正後の高山市積立基金条例の規定による高山市民文化会館整備基金に

属する現金とする。 

 （高山市観光施設整備基金条例の廃止に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際、第２条の規定による廃止前の高山市観光施設整備基金条例の規定による

高山市観光施設整備基金に属していた現金は、改正後の高山市積立基金条例の規定による高山市

観光振興基金に属する現金とする。 

 


